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住民から寄せられる公害苦情は、健康と生活環境の保全に関する相談という側面と、行政に 
 
住民から寄せられる公害苦情は、健康と生活環境の保全に関する相談という側面と、行政に

対する要望という側面を併せ持っており、公害行政に関する種々の問題を包含している。 
また、公害苦情は、住民の公害防止に向けての直接的な行動であって、住民の公害に対する

関心の度合いとも関係があり、被害の全てが公害苦情として寄せられているわけではないが、

公害被害の現状を反映しているものといえる。 
公害等調整委員会では、全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口に寄せられた公害苦情の件

数や処理状況等を把握することにより、公害苦情の実態を明らかにし、公害対策等の基礎資料

を提供するとともに、公害苦情処理事務の円滑な運営に資するため、公害紛争処理法第49条の

２の規定に基づき、毎年度、全国の都道府県及び市町村（特別区を含む。）を対象として「公

害苦情調査」を実施している。 
令和５年度公害苦情調査結果報告書の概要は、次のとおりである。令和５年度に新規に受け

付けた公害苦情の受付件数は69,153件で、前年度に比べ2,437件の減少（対前年度比▲3.4％）

となった。公害の種類別にみると、典型７公害の苦情は48,969件（受付件数の70.8％）で、前

年度に比べ1,754件の減少（対前年度比▲3.5％）となった。また、典型７公害以外の苦情は

20,184件（受付件数の29.2％）で、前年度に比べ683件の減少（対前年度比▲3.3％）となった。

公害の主な発生原因別にみると、「工事・建設作業」による苦情が12,530件（受付件数の

18.1％）と最も多く、次いで「焼却（野焼き）」による苦情が10,616件（同15.4％）となった。

公害の発生源別にみると、「会社・事業所」に関する苦情が30,965件（受付件数の44.8％）と

最も多く、次いで「個人」に関する苦情が21,735件（同31.4％）となった（詳細については付

録１参照）。 
 

第第４４章章  地地方方公公共共団団体体ににおおけけるる公公害害苦苦情情のの処処理理  
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第第５５章章  地地方方公公共共団団体体にに対対すするる指指導導等等  
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第１節 公害紛争処理に関する連絡協議 

公害等調整委員会及び審査会等は、公害紛争処理法によって定められた管轄に従い、そ

れぞれ独立して紛争の処理に当たっているが、紛争の円滑な処理のためには、公害等調整

委員会及び審査会等の相互の情報交換・連絡協議に努めることが必要である。 

このため、公害等調整委員会では、公害問題について不断の研究を行い、多数の公害紛

争の実例を検討、分析するとともに、各種会議の開催、情報・資料の提供を行うことによ

り、審査会等との連携を図っている。特に、近年、公害紛争の態様が変化・多様化してお

り、これに対応して、公害紛争の円滑な処理を図っていくため、公害紛争処理に関する共

通の問題について、公害等調整委員会及び審査会等が積極的に情報・意見の交換を行うな

どして、相互の連携の一層の強化に努めている。 

１ 会議の開催 

(1) 公害紛争処理連絡協議会の開催 

公害等調整委員会では、都道府県公害審査会会長等を対象に、公害紛争に関する

特定の問題について情報・意見の交換等を行うことにより、職務の執行に関し共通

の理解を持ち、公害紛争処理制度の円滑な運営を図るため、公害紛争処理連絡協議

会を開催している。 

令和６年度は、６月７日に第54回協議会を開催した。 

(2) 公害紛争処理関係ブロック会議の開催 

公害等調整委員会では、各都道府県の公害紛争処理担当職員を対象に、各都道府

県における公害紛争の動向等についての情報・意見の交換等を行うことにより、公

害紛争処理事務の円滑な実施に資するため、全国を６ブロック（北海道・東北、関

東・甲信越・静岡、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州・沖縄）に分け、ブロッ

クごとに毎年度、公害紛争処理関係ブロック会議を開催している。 

令和６年度は、10月上旬から11月下旬にかけて第55回会議を、岩手県、長野県、

愛知県、和歌山県、岡山県及び鹿児島県で開催した。 

 

２ 情報・資料の提供 

公害等調整委員会及び審査会等における個々の事件の具体的な処理経過、問題とな

った点等について整理及び分析することは、類似の事件を処理する上で参考となり、ま

た、公害紛争の動向を知る上でも不可欠である。 

このため、公害等調整委員会では、審査会等から公害紛争事件について、受付及び

終結の段階で報告を聴取し、公害等調整委員会の事件と併せて整理及び分析し、審査会

等に情報・資料の提供を行っている。 
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第２節 公害苦情処理に関する指導等                  

 

公害紛争処理法では、公害苦情の処理は地方公共団体の責務とされ、また、公害等調整

委員会は、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等を行うこととされ

ている。 

このため、公害等調整委員会では、苦情の件数、処理の実態等を把握するために必要な

調査を行うとともに、公害苦情相談員等ブロック会議の開催、地方公共団体に対する情

報・資料の提供を行うなどしている。 

 

１ 公害苦情相談員等ブロック会議の開催  

公害等調整委員会では、市（原則として人口５万人以上）及び特別区の公害苦情相

談員等を対象に、公害苦情相談の動向等についての情報・意見の交換等を行うことによ

り、公害苦情相談の適切な処理の促進に資するため、全国を６ブロック（ブロックの区

分は前節１（2）と同じ。）に分け、ブロックごとに毎年度、公害苦情相談員等ブロッ

ク会議を開催している。 

令和６年度は、10月上旬から11月下旬にかけて第49回会議を、盛岡市、長野市、名

古屋市、和歌山市、岡山市及び鹿児島市で開催した。 

 

２ 情報・資料の提供等 

(1) 情報・資料の提供 

公害苦情の相談を担当する職員が苦情を迅速かつ適正に処理する上で、既に解決

された具体的事例を参考とすることは大いに有用である。 

このため、公害等調整委員会では、都道府県の協力を得て、既に解決した公害苦

情相談事例の処理経過、問題となった点等についての情報を収集、整理及び分析し、

都道府県及び市区町村の担当者に情報・資料の提供を行っている。 

(2) 公害苦情調査の実施 

公害苦情処理事務を適切に運営する上で、全国の公害苦情の実態を明らかにする

ことは極めて重要である。 

このため、公害等調整委員会では、全国の地方公共団体の「公害苦情相談窓口」

へ寄せられた苦情について、その件数や処理状況等を統計的に把握し、毎年度、

「公害苦情調査」の結果報告書を取りまとめ、公表している。 

令和６年12月に、令和５年度の結果報告書を公表した（調査結果の概要について

は第１編第４章参照）。 
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